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決算
平成２３年度

多賀町の財政状況
～家計にみたてて～

平成２３年度一般会計の歳入歳出予
算現額４９億９,３６２万９千円に対す
る歳入決算額は、４５億７,８９７万７千
円（前年度と比較して３,０００万３千
円、０.７％の減）、歳出決算額は、
４２億９,５４３万円（前年度と比較

して１億２,４３２万７千円、２.８％
の減）となり、歳入歳出差引額は、
２億８,３５４万７千円で、このうち
平成２４年度へ繰り越す財源が５,
０５４万７千円あり、実質収支は
２億３,３００万円の黒字決算となりま

した。
下記の円グラフは、町の財政状況を
皆さまにわかりやすくお伝えするため
に、町の収入科目と支出科目を家計で
は何にあたるのかを示したものです。

地方債残高は、臨時財政対策債の増
加等により前年度から４,１５３万円増加
して、４２億９,５９３万円となりました。
歳入でもっとも多い町税は、大手

企業の収益増や大規模な投資によ
り、前年度から２億４,７３８万５千円、
１４.６％増加し、１９億３,７５２万２千円
となりました。一方、歳出でもっとも多
い人件費は、前年度から１％減少し、
８億１,４５１万６千円となっています。
基金残高は、財政調整基金の

８億２,１７１万１千円があるほか、新
たに中央公民館建設基金を造成し、
２億５,０００万円を積み立てました。
また、福祉医療助成事業の拡充・運
営安定化のため、社会福祉基金に５,
０００万円を積み立てました。
地方公共団体の財政の健全化に関

する法律による健全化判断比率は下
記のとおりです。なお、公営企業会計
等の資金不足比率については、いずれ
の会計でも資金不足額はありません。

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
－ － 7.４ 24.1

（１５．００） （２０．００） （２５．０） （３５０．０）
実質赤字額または連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載しています。
早期健全化基準を括弧内に記載しています。

平成２３年度特別会計および企業会計決算状況
会計別 収入済額 支出済額

国民健康保険特別会計 ₇億₈，₇₀₁万₄千円 ₇億₇，₉₅₃万₂千円

介護保険事業特別会計 ₆億₇，₆₉₉万₉千円 ₆億₇，₄₈₇万₈千円

後期高齢者医療事業特別会計 ₈，₃₁₈万₁千円 ₈，₁₅₂万₇千円

育英事業特別会計 ₄₇₇万₉千円 ₄₆₅万₇千円

びわ湖東部中核工業団地
公共緑地維持管理特別会計 ₅₀₂万₂千円 ₃₀₃万₈千円

工業団地造成事業特別会計 ₄，₅₇₆万₂千円 ₄，₅₇₀万₂千円

多賀財産区管理会特別会計 ₁₁万₂千円 ₆万₉千円

大滝財産区管理会特別会計 ₁₈₀万₉千円 ₃₉万₆千円

霊仙財産区管理会特別会計 ₅₉万₆千円 ₆万円

芹谷栗栖地域振興事業特別会計 ₅億₄，₄₅₃万₃千円 ₅億₄，₄₅₃万₁千円

下水道事業特別会計 ₄億₉，₁₉₇万₅千円 ₃億₆，₂₆₅万₆千円

農業集落排水事業特別会計 ₅，₉₉₆万₆千円 ₃，₈₇₄万₃千円

水 道 事 業 ₅億₉，₅₆₃万₆千円 ₆億₇，₄₃₈万円

総 計 ₃₂億₉，₇₃₈万₄千円 ₃₂億₁，₀₁₆万₉千円
決算

食費

医療費、学費等

ローンの返済

家の増改築、
車の買い替え等

光熱水費、
家電修理、被服費等

各種保険料、
小遣い等

定期預金等

親への仕送り、
子どもへの
仕送り

人件費
8億1,451万6千円
18.9%

扶助費
3億3,385万円
7.7%

公債費
4億888万5千円
9.5%

投資的経費
7億2,087万3千円
16.8%

物件費
7億4,259万5千円
17.3%

補助費等
5億684万円
11.8%

積立金
3億300万3千円
7.0%

決算決算
投資および出資金・貸付金 427万3千円
0.1%

繰出金
4億4,049万9千円
10.3%

維持補修費 2,009万6千円
0.6%

歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出歳出
42億9,543万円

0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%
壁の張替え、雨漏りの修繕

前年から
の繰越

給料・
アルバイト代など
家族で得た
収入親などからの

支援

の繰越
定期預金の
解約

金融機関等からの
借入金

繰入金
2億8,560万1千円
6.3%

町税
19億3､752万2千円
42.4%

分担金
および負担金
6,255万4千円

1.4%

分担金分担金分担金分担金分担金

使用料および手数料
2,348万円
0.5%

1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%
財産収入 569万9千円

0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%
寄付金 1,080万7千円

0.2%
諸収入 8,233万円
1.8%

地方特例交付金
1,523万1千円
0.3%
地方譲与税
4,724万6千円
1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%
県税交付金
9,775万9千円
2.1%

国庫支出金等
2億7,997万5千円
6.1%

県支出金
2億7,750万3千円
6.1%

地方交付税
8億7,933万6千円
19.2%

222億億億

繰越金
1億8,912万3千円
4.1%

町債
3億8,481万1千円
8.4%

歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入歳入
45億7,897万7千円

自

　
主

　
財

　
源

依

　
存

　
財

　
源

市町村民税 663,293千円
  (個人) 318,826千円
  (法人) 344,467千円
固定資産税 1,204,083千円
  (土地) 229,245千円
  (家屋) 441,228千円
  (償却資産) 532,604千円
  (交納付金) 1,006千円
軽自動車税 22,127千円
たばこ税 47,193千円
鉱産税 826千円

税の内訳
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税務住民課（住民）　（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４　ｊｙｕｍｉｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

子育て応援医療費助成制度

Ｑ＆Ａ
Ⓠ なぜ多賀町では県内で初めて、中学生の医療費も助成するのですか？

Ⓐ			より安心して子育てができる環境をつくることにより、多賀町の将来を担う若い世代を応援し、活気のあるまちづくりをするため、医療費無料化の対象を小学生から中学生まで拡大することになりま
した。

Ⓠ どのような手続きが必要なのですか？

Ⓐ			９月中旬に、町内に在住されている中学生の保護者の方に申請書をお送りしていますので、申請書に必要事項をご記入いただき、役場税務住民課窓口にご提出ください。その場で『子育て応援医療
費受給券』を交付させていただきます。まだ申請されていない方はお急ぎください。

Ⓠ 昨年、小学生医療の黄色の受給券をもらっていますが、
　　 そのまま使ってもいいのですか？

Ⓐ		１０月１日からは、小学生の方も９月にお送りしました緑色の『子育て応援医療費受給券』をご利用ください。なお、黄色の『小学生医療受給券』は役場税務住民課にご返却していただきますようご協力
をお願いいたします。

Ⓠ どうしたら医療費が無料になるのですか？

Ⓐ		交付された『子育て応援医療費受給券』を県内の医療機関等で提示していただくと、窓口でのお支払いは必要ありません。

Ⓠ 子どもがインフルエンザの予防接種を受けます。
　　 これも無料なのですか？

Ⓐ		有料になります。この制度では、保険診療分が対象となりますので、保険の適用外（文書料、健康診断料、病衣代、薬の容器代、予防接種など）の費用は助成の対象外となります。

Ⓠ 旅行先の京都で、子どもが病院で受診しましたが、
　　 受給券が使えないと言われました。どうすればいいのですか？

Ⓐ		受給券は県内のみ有効です。県外で受診された場合は、医療機関等でいったんお支払いしていただき、領収書、振込先口座のわかるもの（通帳等）と認印を役場税務住民課までご持参くださいますと
助成させていただきます。

多賀町では、平成２３年４月診療分から子育てを応援

する事業のひとつとして、これまでの福祉医療費助成制

度の見直しをおこない、小学生を対象に医療費（自己負

担分）の無料化を実施してまいりました。

平成２４年１０月診療分からは、さらに対象を中学校卒

業まで拡大した「子育て応援医療費助成制度」を創設し、

中学生の医療費（自己負担分）も無料化を実施します。

助成内容
小・中学校就学中における医療費の保険診療自己負
担額（入院・通院・調剤）を助成します。県内医療機関等
の場合のみ窓口での支払いは必要ありません（県外の
場合は窓口でいったん支払っていただき、後日、申請し
ていただくと償還払いいたします）。

※新制度対象者の保護者の方には９月中旬に通知書
を送付し、申請の受付、受給券の交付をおこなって
おりますが、申請手続きがまだお済みでない方は、
役場税務住民課窓口へお越しください。

申請時に必要なもの
•	健康保険証（お子さまの名前が入ったもの）
•	認印

県内自治体初！

より安心して子育てできる環境をつくるために
子育て世代を応援します!!

今年10月診療分から
小学生に加え

中学生の医療費が
無料になります
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８月２６日

滋賀県スポーツ推進委員功労者表彰
多賀町スポーツ推進委員≪小財進

委員長≫≪宮川洋子副委員長≫が滋
賀県スポーツ推進委員協議会から表
彰を受けられました。
これは、スポーツ推進委員として

１０年以上活動され、自己の研鑽に励
むとともに地域スポーツ振興のため
に功績のあるスポーツ推進委員を表
彰することを目的とされており、地域
に密着したスポーツ振興にご尽力さ
れているお二人が受賞されました。

新学期

新ＡＬＴあいさつ
皆さんこんにちは。２２歳でニュージーランド出身のジェシカです。

今年、大学（日本語と言語学専攻）を卒業しました。

８月８日に多賀に来て、とても美しいところだなというのが第一印象でした。

そして皆さんとても親切で、１人で多賀町に来ることが不安でしたが、おかげ

でそれもすぐなくなりました。私は子どものころから外国文化にすごく興味が

あって、いつか海外で生活したいと思っていたので、今回とてもワクワクしてい

ます。それに、ニュージーランドにはいない猿や蛇に出会えることも楽しみにして

います。１５歳の時には、日本のロック音楽を聴き、日本にとても興味を持つ

ようになってたくさんの日本語を覚えたので、みなさんと楽しく外国語の勉強

ができると思っています。英語の授業では、生徒のやる気を引き出して楽しいクラスにしたいと思って

います。将来は、日本語を活用した、人に役立つ仕事を続けることができればと思います。

多賀町のたくさんの皆さんに会えること、お話しできることを楽しみにしています。よろしくお願いします＾＾

（日本語に訳したものを掲載しています）

８月３日～８月６日　多賀少年野球クラブ

第３４回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会準優勝
多賀少年野球クラブの皆さんが、
北海道のつどーむ、太陽球場、札幌
ドームを会場に開催された第３４回
全国スポーツ少年団軟式野球交流大
会に近畿ブロック代表として出場、準

優勝されました。この大会は、全国で
おこなわれた地区予選、ブロック予選
大会を勝ち抜いた１５チームと、開催
地代表１チームの合計１６チームで熱
戦が繰り広げられました。

【１回戦】 多賀少年野球クラブ ５対４ 緑が丘学童野球クラブ（栃木県）

【２回戦】 多賀少年野球クラブ ４対１ 益田七尾（島根県）

【準決勝】 多賀少年野球クラブ ４対３ 小名浜少年野球教室（福島県）

【決　勝】 多賀少年野球クラブ ２対８ ＪＢＣ玉城（三重県）

	

▲	準優勝された多賀少年野球クラブの皆
さん

８月１９日

南後谷へ嘉田知事来訪
先進的な取り組みや特色のある活
動をおこなっている自治会、ＮＰＯ、事
業所等を知事が訪問し、視察と合わ
せてその関係者と対話する「知事と
ふれあい『座ぶとん会議』」の第３３回
目が８月１９日におこなわれ、嘉田知
事が南後谷に来られました。
知事は「ガッタリ※１」や「つかって舎

や

（ゆるり付き東
あづま

屋
や

）※２」などを見学され
たのち、ガッタリを使って精米した米
でつくったおにぎりをおいしそうに召
し上がられました。その後、草の根ハ
ウスで南後谷の方々と、予定していた
時間を大幅に延長されるほど、活発
な意見交換がありました。

▲村民との合同写真

▲座ぶとん会議のメンバーと嘉田知事

※１ガッタリとは、落水を利用した唐
臼、「水

みず

唐
か ら

臼
う す

」のことで、シーソー式
の「鹿おどし」と同じ原理で穀類な
どを精製、粉砕する器具です。
※２ゆるりとは、いろりのことで、この村
ではゆるりと呼んでいるそうです。

９月１０日

新しい遊具完成
今年も多賀木匠塾の皆さんが高取
山ふれあい公園に新しい遊具を作成
してくれました。木匠塾の皆さんには
これまでにも、町内に遊具やごみ箱な
どを作成し設置していただいていま
す。今回作成されたのは「タガモ１０
号」と名付けられたロケット型の遊具
です。２００４年、２００５年に作成され
た遊具も修理していただいたので、ま

た遊べるように
なりました。高
取山ふれあい公
園の新しい仲間
へ遊びに出かけ
てみませんか。

キラリとひかる

たが写真館★
★

★ ★ ★

岸
き し

邉
べ

　颯
そ う

志
し

ちゃん 澤
さ わ

田
だ

　翔
しょう

海
ま

ちゃん 田
た

中
な か

　基
も と

博
ひ ろ

ちゃん 田
た

中
な か

　凜
り

和
な

ちゃん 西
に し

村
む ら

　　朔
さ く

ちゃん

毎月の１０カ月健診時にふれあいの郷で撮影しています。※詳しくは企画課広報担当へお問い合わせください。

そして皆さんとても親切で、１人で多賀町に来ることが不安でしたが、おかげ

でそれもすぐなくなりました。私は子どものころから外国文化にすごく興味が
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「愛のりタクシー」一部改正のお知らせ

利用者数　約5,600人（タクシー事業者に運行にかかる赤字分を
約8,300千円補助しています。）

愛のりタクシーは、できるだけ
　のり合って、ご利用ください！！

４月　   ５月 　  ６月 　７月 　 ８月 　 ９月     10月      11月     12月      1 月　  2月　  ３月
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愛のりタクシーとりいもと
愛のりタクシーいなえ

１万人突破！！

愛のりタクシーあいしょう【愛荘西部線】
愛のりタクシーあいしょう【金剛輪寺線】

愛のりタクシーこうら

大君ｹ畑線
愛のりタクシー【彦根・豊郷線】

河内線
萱原線

地域の皆様のお買物や通院に気軽に利用できる移動手段として、
スタートした愛のりタクシー。おかげさまで、
平成２３年度の利用者数は累計約12,000名に達しました。
愛のりタクシーは１台のタクシーに複数の人が乗り合うことで、
運行経費を削減することができます。なるべくお近くの方と
お誘い合わせの上でのご利用をお願いいたします。

平成２３年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）の「愛のりタクシー」のご利用状況をお知らせします。

平成２4年１０月１日より、地域の皆様にもっと便利に「愛のりタクシー」をご利用いただくために、
運行内容の一部を改正します。

※平成23年10月より多賀町内で運行していた「ふれ愛タクシー」と、
　多賀～彦根・豊郷間を運行している「愛のりタクシー」を統合しました。

＜愛のりタクシーとりいもと・いなえ・かわせ＞
利用者数　約2,100人（タクシー事業者に運行にかかる赤字分を
約2,980千円補助しています。）

利用者数　約3,100人（タクシー事業者に運行にかかる赤字分を
約3,900千円補助しています。）

利用者数　約1,500人（タクシー事業者に運行にかかる赤字分を
約2,600千円補助しています。）

＜愛のりタクシーたが＞

 130    152    158     181    236    298  130    152    158     181    236    298 
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多賀町甲良町
豊郷町

愛荘町

彦根市

＜愛のりタクシーあいしょう＞ ＜愛のりタクシーこうら＞

「愛のりタクシー」ご利用状況

１０月から

ダイヤ（時刻表）が変わります

停留所が増えます（一部名称変更）

詳しい情報は・・・

各世帯にお届けする「愛のりタクシーパンフレット」をご覧ください！

近江鉄道のダイヤ改正に伴い、愛のりタクシーたが
（河内線・大君ヶ畑線・萱原線）のダイヤを改正します。

地域の実情を踏まえ、愛のりタクシーいなえ・かわせ
・たが・あいしょう・こうら線の停留所を新たに追加します。

１０月から

愛のりタクシーいなえ・かわせは
豊郷町内に多くの停留所を設置！

（一部世帯を除く）
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湖東圏域公共交通活性化協議会
  （事務局）彦根市役所交通対策課

【協議会の構成】
湖国バス(株)、彦根観光バス(株)、近江タクシー(株)、(社)滋賀県バス協会、滋賀
県タクシー協会、私鉄滋賀県協議会、滋賀県タクシー労働組合連絡協議会、西日
本旅客鉄道(株)、近江鉄道(株)、彦根警察署、東近江警察署、滋賀大学、滋賀県立
大学、聖泉大学、彦根市身体障害者更生会、彦根市老人クラブ連合会、愛荘町シ
ルバー人材センター、愛荘町秦荘老人クラブ連合会、豊郷町老人クラブ連合会、
豊郷町社会福祉協議会、甲良町老人クラブ連合会、彦根交通安全協会甲良支
部、多賀町民生委員児童委員協議会、旧多賀町公共交通会議、近畿運輸局、湖
東土木事務所、滋賀県、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

湖東圏域の公共交通をより良くする
ためのご意見をお寄せ下さい
湖東圏域の公共交通をより良くする
ためのご意見をお寄せ下さい

〒522-8501　彦根市元町４番２号
電　　話 ： 0749-30-6134　　FAX ： 0749-24-8517
e-mail ： koutsutaisaku@ma.city.hikone.shiga.jp

運転免許証の自主返納にご協力ください！！サービスいろいろ！！

アンケートへのご協力ありがとうございました！

湖東圏域公共交通活性化協議会では、滋賀県警本部と連携
して高齢者ドライバーの交通事故防止と公共交通の利用促進
の観点から、運転免許証を返納された方に対して次のサービス
を実施しています。（年齢による制限はありません）

湖東圏域にお住まいの皆様を対象に、公共交通に関するアンケート調査を実施しました。結果の一部をご紹介します。

運転免許証自主返納支援制度ってなぁに？

愛のりタクシーの回数券または路線バスの回数券どちらか6,000円相当分を無料交付！

その他のサービスについて詳しくは、
各問い合わせ窓口でお願いします。
　　◆65歳以上の方に運転経歴証明書
　　　　交付手数料（1,000円）の助成
　　　　　　　　　※終了している場合があります
　　　　   財団法人滋賀県交通安全協会
         TEL 077-585-2750
　　◆タクシー運賃の割引　
　　　　運転経歴証明証の交付を
　　　　受けておられる65歳以上の方　
　　　　   一般社団法人滋賀県タクシー協会
　　　　　   TEL　077-585-8261
　　◆滋賀県鍼灸マッサージ師会加盟の
　　　治療院等における施術料金の10％割引
　　　　   各店舗でご確認ください。

免許証返納から特典を受けるまでの流れ

免許取消通知書または運転経歴証明書を受け取ります
※運転経歴証明書は申請手数料として1,000円が必要です

申
請

提
示

居住地
の役所

の

申請窓
口へ

協賛施設・店舗等へ

免許証を返納します！！

駅と買い物施設を結ぶ
彦根市内のお買い物に便利な路線です！

この機会に是非運転免許の
自主返納をご検討ください！！

※本制度の対象者は運転免許証に記載の全ての
　　免許を自主返納された方に限ります。
※本制度の申請期限は返納日から９０日以内、
　　または「運転経歴証明書」に記載されている交付日から
　　６０日以内とします。
※支援が受けられるのはお一人様一回限りです。
※１市４町の住民基本台帳に登録のある方に限ります。

免許取消通知書または
運転経歴証明書の提示

運転経歴証明書の提示

申請する特典が
愛のりタクシーまたは
路線バス回数券の場合・・・

申請する特典が
その他のサービスの場合・・

氏名　　湖東　花子　昭和７年　７月７日

運転経歴証明書
平成○年○月○日
平成○年○月○日

住所　彦根市○○○○

交付　平成23年○月○日

※湖東圏域公共交通活性化協議会が実施する
　　サービスではありません。

この機会に是非運転免許の
自主返納をご検討ください！！

主にこれ！

運転経歴証明書の
交付手続きについて詳しくは、
最寄りの警察署交通課まで
お問い合わせください。

彦根市交通対策課・愛荘町政策調整室
豊郷町総務企画課・甲良町企画監理課
多賀町企画課

最寄り
の警察

署へ

※彦根市中心部のみへの質問

※彦根市中心部を除く質問
有効回答
436

有効回答
1,185 利用したことがある

路線新設を
知らなかった

路線新設は知っているが
利用したことはない

３６％

５５％
9％

湖東地域の公共交通に関する
アンケート調査結果（抜粋）

新設バス路線南彦根ベルロード線の認知度

知っていた

知らなかった

75％

25%

愛のりタクシーの認知度

愛のりタクシーについては４人に１人が、新規バス路線については
２人に１人が「知らない」と回答しており、公共交通に関する
更なる周知・広報活動の必要性が浮き彫りとなりました。

アンケート調査実施概要
住民基本台帳より地域別・年代別に
1市４町約5,300人を無作為抽出
平成24年7月20日～平成24年8月6日
各対象者にアンケート用紙を1部同封し
郵送による配布回収
有効回答数：1,718件　回収率：32.4％

調査対象

調査時期

調査方法

回収数・率
※平成２4年８月22日時点
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公共交通のおしらせ公共交通のおしらせ



生涯学習課（役場内）　（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０　ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

社会教育委員活動報告
社会教育は、法律で『学校教育を除くすべての組織的な教育活動』と定義されていて、活動は広範囲にわたります。具体的

には、生涯学習・青少年育成・家庭教育支援・地域教育推進などの事業です。社会教育委員は、その事業へ日常の活動を通
して得た町民皆さんの要望を反映すべく、活動計画の立案や意見を教育委員会へ助言することを職務とされています。

８月２９日に「多賀町社会教育委員会」が多賀町役場で開催され、今年度の活動状況確認と今後の方針についての討
議が行われました。

地域に根ざした社会教育の発展を願って
多賀町社会教育委員会　会長　野村茂太郎

会長職をお預かりして５年目になります。今回は、仕事
の都合もあって辞退をしたのですが、ほかの委員さんか
ら強く推挙していただき、また自問する中で私自身に社
会教育への情熱を確認できたので、お受けすることにし
ました。
近年の社会教育を取り巻く環境は、厳しいものがあり

ます。滋賀県下においても、市町村合併による委員の減
少と景気低迷による補助金削減から活動が制限されて
いる問題が報告されています。幸いにも多賀町は、町行
政の努力で大きな影響は出ていません。しかし今後、ど
のような状況になろうとも「教育の質は低下させない」
を基本に、知恵と情熱と努力で乗り切りたいと決意をし
ています。
委員会では、生涯学習についての意見が多くありまし

た。高齢化がすすむ多賀町の現状を踏まえて、スポーツ・
文化芸術活動などの学習機会を提供する生涯学習支援
事業の重要性が再認識されています。充実した老後生
活を送るための、生きがいづくりの応援です。しかし、こ
れも町民皆さんの要求にあった事業でないと利用は望
めませんので、方向を誤らないように見守りたいと考え
ます。図書館や博物館を活用した事業の提案や要望も
出されました。多賀町の魅力を町外へ発信するための貴
重な意見です。
こうした中で、活動の核となる「施設の老朽化」の指
摘があります。特に中央公民館は、アクセスの面からも

利用し難く、来館者の減少がすすんで問題となっていま
す。行政からも建て替えを視野に入れた提案を求められ
ていますので、私も社会教育の立場から関わっていきた
いと思っています。
今年度も『「生きる」力を育み心豊かで品格あるひと

づくり』を基本目標に多賀町社会教育の充実をめざしま
す。町民皆さんのご協力をお願い申し上げます。

平成２４年度
多賀町社会教育委員（兼公民館運営審議会委員）名簿
多賀町社会教育委員設置に関する条例第２条および

第３条、多賀町中央公民館設置条例第５条第１項および
第２項の規定による。
任期■４月１日から平成２６年３月３１日	 	
区分 氏　　名 現　　職 役　　職

学
校
教

育
関
係

西村　　健 多 賀 中 学 校
△ 北坂しげ美 大 滝 小 学 校
△ 川口　秀和 多 賀 小 学 校

社
会
教
育
関
係

◎ 野村茂太郎 人 権 教 育
推 進 協 議 会

滋賀県社会教育委員
連絡協議会理事

小菅　辰一 青 少 年 育 成
町 民 会 議 代 表

○ 礒野　公子 文 化 協 会 加 盟サ ー ク ル 代 表
滋賀県社会教育委員
連絡協議会評議員

△ 松宮千津子 多 賀 やまびこクラブ
学校支援ボランティア

学
識
経
験
者

○ 高橋　　進 ダイニックアストロパーク
天 究 館 館 長

滋賀県社会教育委員
連絡協議会評議員

近藤　　寛 町 体 育 協 会 会 長

□ 火口　悠治 町 民 生 委 員 ・
児 童 委 員

◎会長　○副会長　□書記　△新委員	（敬称略）

▲会議のようす ▲平成２４年度社会教育委員

学校教育課　（有）２-３７４１　（電）４８-８１２３　ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
教育総務課　（有）２-３７４１　（電）４８-８１２３　ｋ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

平成25年度 園　児　募　集

申込受付期間

１１月１日（木）～１５日（木）
８時３０分～１７時１５分

入園（所）決定通知
１月下旬～２月中旬に通知書を送付します

「多賀幼稚園」「大滝幼稚園」
対象年齢■満３歳～就学前
教育時間■８時３０分～１４時
　※やむを得ない事情がある時は１５時まで預かり保育
をおこないます。

　※満３歳の誕生日を迎えた翌月から入園できます。
入園資格■本人とその保護者が町内に住所を有し、居住
している幼児

提出書類■入園願書

「多賀ささゆり保育園」「たきのみや保育園」
対象年齢■ささゆり保育園……６カ月～就学前
　　　　　たきのみや保育園……１	歳～就学前
入所基準■町内に住所を有している児童で、児童の保
護者のいずれもが、次のいずれかの事情にあり、保
育できないこと
①家庭外で仕事をしている
②家庭内で家事以外の仕事をしている
③母親が妊娠中、または出産後間がない（産前２カ
月～産後４カ月）
④疾病、負傷、障害がある
⑤長期にわたり病気、障害者の介護をしている
⑥そのほか、町長が認める状態にある場合

提出書類■以下の通りです
①入所申込書
②家庭状況報告書
③保育ができないことを証明する書類……「就労
（予定）証明書」「自営・農業・介護証明書」「診
断書」「母子手帳の写し」のいずれか
④所得税額を証明する書類……平成２４年分給与
所得源泉徴収票の写し（平成２５年１月以降で
可）、平成２４年分所得税確定申告書の写し（平成
２５年２月以降で可）のいずれか

幼稚園入園願書・保育所入所申込書は、各園・教育委員会事務局で配布・受付します。
詳しくは、教育委員会へお問い合わせください。

就学時健康診断のお知らせ
来春、小学校に入学される平成１８年４月２日から平成

１９年４月１日までに生まれた幼児を対象に、就学時健康
診断をおこないます。決められた日に必ず受診してくだ
さい。
なお、事前に「健康診断通知書」「健康診断票」を送り

ますので、必要事項を記入の上、当日忘れないように持
参してください。健診日までに通知書が届かない、記載
内容に誤りがある、健康上の理由等でやむを得ず受診で
きない場合は、多賀町教育委員会事務局学校教育課ま
で連絡をお願いします。
また、できる限り小さいお子様の同伴はご遠慮くださ

るようお願いします。
保育が必要な方は事前に学校
教育課までお申し出ください。

日程
健診日■１１月８日（木）
場所■多賀町総合福祉保健センター　ふれあいの郷
受付■１３時１５分～１３時４０分
内容■１３時４５分～　	面接・視力検査・聴力検査

子育て講演会
　　　１５時～　　　　内科検診・歯科検診
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総務課　（有）２-２００１　（電）４８-８１２０　ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

庁舎耐震補強工事
多賀町役場本庁舎は、建築基準法

にもとづく新耐震基準（１９８１年）の
施行以前の１９７８年に建築した建物
です。
このたび、耐震診断の結果を受け
て、耐震補強工事をおこなっていま

す。また、併せて老朽化した電気設備
等の更新工事もおこないます。
庁舎にお越しになる住民の皆さま

には、工事期間中、たいへんご迷惑を
お掛けしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

工事名■庁舎耐震補強および電気設
備等更新工事

工期■７月１３日～２０１３年３月２９日

総務課（人権推進）　（有）２-２００１　（電）４８-８１２１　ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

人権の花「サルビア」咲いています！
多賀町では今年度、人権の花「サル

ビア」を大字樋田区、大字佐目区、木
曽団地自治会の皆さんにご協力をお
願いして育てていただきました。たく
さんの花びらが寄り添って一つの花
を形成している「サルビア」が、それ

ぞれの地域でみごとに花を咲かせま
した。地域の皆さんがお互い協力し
て栽培することで、住民の皆さんの
情操をより豊かにし、命の大切さや思
いやり、相手の立場を考えた基本的
人権の尊重の精神を身につけていた

だこうと実施したものです。地域の皆
さんご協力ありがとうございました。
咲かせていただいた「サルビア」の

花は、１０月２１日（日）に開催される「ふ
るさと楽市」の人権コーナーにも置
かせていただく予定です。

▲大字樋田区 ▲大字佐目区 ▲木曽団地自治会

産業環境課 （環境）　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

野外焼却（野焼き）は禁止されています！
最近、ごみや庭の草木を焼却して

いるケースがあります。家庭から出た
ごみを野外で焼却することは、廃棄物
処理法で禁止されています。野焼き

はダイオキシン汚染をはじめとする
大気汚染の原因となり、近隣の家で
洗濯物が干せない、窓が開けられな
いなどの迷惑行為となる場合があり

ます。野焼きは絶対にやめましょう。
野外焼却の例外がありますが、そ

れに該当しない野焼きをおこなった
場合は法律で罰せられます。

中央公民館内　多賀町青少年育成町民会議　（有）３-３９６２　　（電）４８-１８００　ｋｏｕｍｉｎｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

青少年・家庭教育部会の活動計画
青少年・家庭教育部会長　　田中　伸幸

青少年・家庭教育部会では『たくましく伸びよう　伸
ばそう　多賀の子』のスローガンのもと例年通り次のよ
うな活動を展開していきたいと考えています。
１.愛のパトロールの実施
２.夏休み・冬休み前の啓発チラシの配布
３.ラジオ体操への参加呼びかけ
４.あいさつ運動の実施
５.子育てカレンダーの作成（３月上旬配布予定）
また、今年は前年度の申し送りの中で上がっていた学
校訪問を、実施に向けて計画しています。
子どもは社会を映す鏡といわれるように、子どもたち

は家庭や地域社会の影響を受けながら成長します。保護
者はもとより地域の大人が規範意識を確立し、青少年は
地域社会全体で育むという視点に立ち、子どもたちを温
かく、時には厳しく見守りながら青少年育成の活動に取
り組んでいきたいと思っています。多賀町においても少
子高齢化というのは切実なる問題であると思います。だ
からこそ、子どもたちが安心してまた未来に夢を持って
暮らしていける、そんなすばらしい町になるよう学校・家
庭・地域社会が連携して努めていきたいと思います。
今後とも多賀町青少年育成町民会議の活動にご理解

とご協力を賜りますことを心からお願い申しあげます。

産業環境課 （商工観光）（有）２-２０１２　（電）４８-８１１８　ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

緑のふるさと協力隊
栗栖に一年間住むことになりました！　お世話になります、本

ほ ん

多
だ

志
む ね

行
ゆ き

です。
８月の終わりから土田での稲刈り作業が始まりました！
コンバインで刈って、軽トラで乾燥機のある倉庫まで運
び、乾燥機に入れる。僕は軽トラで運んで乾燥機に入れ
る作業をしましたが、後ろに収穫した稲を積んでいるのと
いないとでは運転の感覚がまったく違いビックリでした。
乾燥機の扱い方も教わりました♪全体作業の一部にしか
関ってないですが、してみないと分からない作業の工程
や大変さを知ることができてとても嬉しく思います♪こ
れから、ニンジンの栽培、収穫の作業にも参加させていた
だく予定です！もっともっと多くの作業に参加させていた
だいてたくさんのことを学べたらとても嬉しいです！
また、８月の終わりに大君ヶ畑より、集落のまちづくり
の企画に携わってほしいと依頼がありました！活動の幅
が広がると思うと嬉しい限りです♪少しでもお役に立て
るようにこれまでにも増して全力で活動します！!!

趣味、私生活
週２回フットサルでいい汗を流させていただいていた
のですが、新たにバスケットボールにもお誘いいただい
て趣味の方も活動の幅も広がってきました♪なるべく
フットワークを軽くして多くの方々と関わりをもてたらと
思います！最近デジカメの容量がいっぱいになってしまっ
て写真をあまり撮れていません。多賀町ではたくさんの

綺麗な風景に出会うのですが、今は写真に
残せないもどかしさがあります、この現状から早く脱し
てもっともっと多くの写真を撮りたいと思います♪

▲稲刈り作業

▲犬上ダム

緑のふるさと協力隊の私の日々の活動はブログで発信しています。下記のアドレスからご覧ください。
ｈｔｔｐ://ａｍｅｂｌｏ.ｊｐ/ｍｕｎｅｙｕｋｉ１９/
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企画課　（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

「安心・安全」に関する情報等をメールなどで配信します
このたび、彦根市、愛荘町、甲良町、豊郷町、多賀町の

１市４町で構成される湖東定住自立圏の取り組みとし
て、総合情報配信システムを整備しました。このシステム
により、災害に関する情報などをいち早く皆さんの携帯
電話やパソコンにメール配信することができます。

総合情報配信システム
多賀町での運用開始時期■１１月
配信情報（予定）■
•	災害情報（地震などの災害情報）
•	火災情報（彦根・犬上郡等で発生した火災情報）
•	防犯情報（不審者情報など）
•	感染症等流行情報（インフルエンザなど感染症）
•	食中毒注意報情報（保健所の発表情報）
•	光化学スモッグ情報（光化学スモッグ注意報）
•	捜索者情報（認知症等の徘徊時捜索情報）
•	上下水道情報（断水等に関する情報）
•	道路情報（道路通行制限等の情報）
•	行事、イベント情報（町役場からのお知らせ）

登録方法■１１月から町ホームページでお知
らせします。

全国瞬時警報システム（通称：Ｊ-ＡＬＥＲＴ）で通知さ
れる「国民保護情報」「緊急地震速報」などは、従来は有
線放送だけでお知らせしていましたが、１１月以降は総
合情報配信システムに登録された方、そして、ＮＴＴドコ
モ社の「エリアメール」、ソフトバンク社・ＫＤＤＩ社（ａｕ）
がそれぞれ提供する「緊急速報メール」でもお知らせす
る予定です。
受信された際には、あわてず落ち着いて、自分や家族

の身の安全を確保し、迅速な避難行動などにつなげるこ
とを心がけてください。

税務住民課（住民）　（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４　ｊｙｕｍｉｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
日本年金機構　彦根年金事務所　国民年金課　（電）２３-１１１４

平成２４年１０月から国民年金保険料の後納制度が始まります！
過去１０年以内に国民年金保険料に納め忘れの期間のある方は、お申し込みにより平成２４年１０月から平成２７年９月

までの３年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が、過去２年から１０年に延長されます。これを後納制度
といいます。

後納制度のメリット
今まで納付できなかった２年以上前の保険料を納め

ることにより、年金の受給資格が足りなくて受給できな
かった年金の資格が得られたり、将来受け取る年金額が
増額したりする可能性があります。

ご利用いただける方
•	２０歳以上６０歳未満で過去１０年以内に納め忘れや
未加入期間がある方
•	６０歳以上６５歳未満で任意加入中に納め忘れの期間
がある方
•	６５歳以上で年金受給資格がなく任意加入中の方
※すでに老齢基礎年金を受給している方はお申し込み
できません。

注意事項
お申し込み後、後納制度が適用できる方か審査があり

ます。また、過去３年度以前の後納保険料には、当時の保
険料額に加算額がつきます。（たと
えば、平成２４年度に平成１９年分
を納付するには月額５４０円加算
されます。）そのほかにも、納める
順番（古い分から納めることになり
ます。）など注意点があります。

詳しくは国民年金保険料専用ダイヤルへ
お問い合せください。

（電）０５７０-０１１-０５０

産業環境課 （環境）　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

住宅用太陽光発電設備等導入補助金を制定しました
昨今、電力需給のひっ迫などにより、全国的に再生可能エネルギー導入が叫ばれています。そこで、多賀町において

も、個人住宅に太陽光発電設備等を設置した場合に、その経費の一部を補助する制度を立ち上げました。内容は下記
のとおりとなりますが、詳しくは、多賀町役場のホームページに補助金交付要綱を掲載しましたので、併せてご覧くだ
さい。

補助対象者
町内に居住し、町税等の滞納がなく、過去にこの要綱

による補助金の交付を受けたことがない方。

対象設備
• 太陽光発電システム
• 蓄電池
• ＬＥＤ照明器具（工事を伴う２０万円以上のものに限

る。）
※各設備についてそれぞれ補助を受けることができる。

補助金額
• 太陽光発電システム

太陽電池モジュールの出力１ｋＷあたり３万円×最大
出力容量（上限１０万円）

• 蓄電池
蓄電池の出力１ｋＷ時あたり２.５万円×容量（上限
１０万円）

• ＬＥＤ照明器具
補助対象経費の４分の１（上限５万円）
※支給については、年度ごとに予算の範囲内で先着順と
なります。

申請先
お申し込みは１０月１日（月）から開始となりますので、多
賀町役場産業環境課に設置された所定の申請書に必要
事項を記入のうえ、ご提出ください。
詳しくは産業環境課へお問い合わせください。

住宅リフォーム補助申請の受付を再開しました！
町内の施工業者を利用して、住宅リフォーム工事をお

こなう場合に、その経費の一部を補助する事業を今年度
もおこなっておりましたが、予算の上限に達した為受付
を終了させていただきました。この９月議会においてリ

フォーム補助にかかる予算（予算額４００万円、約２０件
程度）の補正をおこないました。平成２４年１０月１日（月）
から先着順で申請を受け付けます。詳しくは産業環境課
へお問い合せください。

地域整備課（下水道）　（有）２-２５８３　（電）４８-８１２５ｇｅｓｕｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

１０月１日は『浄化槽の日』
毎年１０月１日は浄化槽の日です。皆様のご家庭の浄
化槽は適切に維持管理されていますでしょうか？　適切
な維持管理ができていない浄化槽は、その能力を十分
に発揮できず、周辺への悪臭や、放流される水質に問題
が発生してしまいます。
保守点検・浄化槽の清掃・法定検査を実施していた

だくことが、浄化槽法によって義務付けられております
ので、美しい琵琶湖を後世に残すためにも、各ご家庭に
おいて適切な維持管理をおこなっていただきますようお

願いいたします。
浄化槽の維持管理

について分からない
ことがありましたら地
域整備課へお問い合
わせください。
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生涯学習課（役場内）　（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０　ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

「海外派遣研修に参加して」
多賀中学校2年生　高橋　拓光

７月３１日から８月９日まで僕達はニュージーランドでホームステイをしまし

た。最初はイギリス英語とアメリカ英語の違いで、とてもおどろきました。

僕が一番最初にカルチャーショックをうけたのがお風呂です。お風呂には入

れず、５分間しかシャワーが使えなかったです。もう一つは食事で炭水化物は

でず、ジャガイモを使ったフライドポテトやマッシュポテトがほとんどでした。

むこうの学校では、先生たちが優しくむかえてくれて日本で習ってる英語

とはまた違ってとても楽しかったです。モーニングティータイムといって、３０分の

休憩がありました。その時間を昼食の時間と間違えて、僕は早弁をしてし

まいました。お弁当は、サンドウィッチがあり、ほとんどスナック系のお菓子が多

かったです。休日にはラグビーの優勝決定戦を観戦したり、ホームステイ先の

家族にボウリングにつれて行ってもらったり、一緒にラグビーをしたりととても

充実した休日でした。そして、最終日、この１０日間のことをふりかえるとあっ

という間で、楽しく、とても良い経験になりました。

海外研修に行って、とても良かったです。

（原文のまま掲載しています）

▲先生のミズ・クルーガーと

▲ホストファミリーと一緒に

産業環境課 （環境）　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

粗大ごみ収集のお知らせ
粗大ごみ収集を次のとおり実施し

ますのでお知らせします。
なお、収集日当日は交通渋滞が予
想されますので、各対象地域の指定
日をお守りくださるようご協力をお願
いします。

必ずお守りください
•	上記の指定時間内に搬入してくだ
さい。
•	家具等のガラスは、はずして燃えな
いごみに出してください。

•	事業活動（農業も含みます）により
発生したものは出せません。
•	石油ストーブ等は燃料抜きをして
から出してください。
•	カン等は中身を取り除いてから出
してください。
•	金属製品、木製品、そのほかの製品
に分別し出してください。
※平成２１年４月から、家電リサイク
ル対象品目として新たに「液晶テレ
ビ」、「プラズマ式テレビ」、「衣類乾
燥機」が追加されました。これらの

ものは粗大ごみ回収できませんの
でご注意ください。

家庭用でも回収できない主
なもの
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥
機、エアコン、パソコン、オートバイ、ス
プリングマットレス、タイヤ、爆発物、
危険物（例：バッテリー、ガスボンベ、
消火器等）、ふとん、たたみ、じゅうた
ん、毛布、ピアノ
上記の（違反）粗大ごみはお持ち帰り
願います。

指定日 収集場所 対象地域

１０月１３日（土） キリンビール社宅跡地（久徳中央公民館隣） 四手・大岡・八重練・土田・芹谷・脇ケ畑地区・栗
栖・一円・木曽・久徳・月之木・中川原

１０月２０日（土） 多 目 的 運 動 場 横 駐 車 場
（ Ｂ ＆ Ｇ 海 洋 セ ン タ ー 隣 ）

多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・
大君ケ畑

１０月２７日（土） 滝 の 宮 ス ポ ー ツ 公 園 駐 車 場
川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一ノ瀬・仏ケ後・樋田・

萱原・大杉・小原・霜ケ原

※指定時間はいずれも７時から９時３０分までです。

彦根市消防署　犬上分署　（電）３８-３１３０

天ぷら油による火災の防止
天ぷら油による火災は、消火方法を誤ると、被害を一層拡大するおそれがあるため、天ぷら油の特性および危険性を

十分理解しておく必要があります。

天ぷら油の特性
天ぷら油はその温度が発火点（約

３６０℃～３８０℃）以上になれば、火
種がなくても発火して燃焼を始めま
す。天ぷら油を加熱すると５分ほど
で揚げ物に適した温度（約１６０℃～
２００℃）に達し、１０分ほどで異臭とと
もに白煙が立ち始め、２０～３０分で
発火点に達し火がつきます。また、加
熱し始めてから発火するまでの時間
が短くなることがあります。

離れる時は火を消す
天ぷら油火災の多くは、天ぷらを揚

げているときに来客、電話、子どもの
世話などでコンロから離れた時のよ
うなちょっとした油断が原因で発生し
ています。コンロに火を付けたら、絶
対にその場を離れない、離れる必要
があるときは火を消してから離れる
習慣をつけることが重要です。

もしも天ぷら油火災が発生
したら
天ぷら油火災が発生した時、水で
消火しようとすると炎が爆発的に拡大
し、周囲に油が飛散して大やけどを負
うなど大変危険です。慌てずに炎の
状態を確認し、次のように行動してく
ださい。

１.炎が小さい場合は、コンロの火を
止め、鍋の全面を覆うふたをして空
気を遮断する

２.炎が大きくなってしまったら、消火
器で消火する

天ぷら油火災は、未然に防止で
きるように心がけることが大切です
が、万が一火災が起きた場合には、
慌てず落ち着いて対処する必要が
あります。
天ぷら油火災の危険性を十分認
識し、消火器の使い方など、いざとい
うときの行動力を身につけておきま
しょう。

産業環境課 （農政）　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｎｏｕｓｅｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

農業委員会だより
８月９日に開催された委員会の審議内容です。
・議案第１号　農地法第５条の規定による農地転用許可申請について…………１件
※他人の農地を農地以外に転用し、賃貸や売買するために必要な申請です。

・議案第２号　農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の解除通知書の受理について………………２件
※所有者と借り手の方で設定した利用権を解除した旨の報告です。

地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」を作成しましょう！

「人・農地プラン」とは？
昨年１０月に「我が国の食と農林漁
業の再生のための基本方針・行動計
画」が策定されました。今後５年間で
大量の農業者が急速にリタイアする
ことが予想されることから、土地利用
型農業の構造をめざすため、「人・農
地プラン」を作成していただくもの
です。

すべての集落で作成する
必要があるのですか？
作成については各集落の任意です

が、集落農地の問題点などについて
話し合っていただきたいと考えており
ます。なお、「法人のある集落」「特定
農業団体として農用地利用規程を作
成されている集落」「認定農家さんが
おられる集落」等は、プランを作成し
ないと活用できない補助事業があり
ますのでご注意ください。

※プラン作成は平成２４年度～平成
２５年度の２年間で作成する必要
があります。

プランを作成するためには、
何をすればいいのですか？
各集落単位を基本に農業者で話し
合いいただき、作成することの方向が
決まりましたら、アドバイス等に伺わ
せていただきますので、産業環境課
までご連絡ください。
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福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

生活習慣の改善を始めましょう
皆さんは、定期的な健診を受けておられますか？不健康な生活習慣を続けていると、内臓脂肪が蓄積し、メタボリック

シンドローム（内臓脂肪症候群）の原因となります。そして、その状態を放っておくと、脳卒中や心臓病、糖尿病の合併症
などの危険が増大し、生活に大きな支障を及ぼしかねません。予防するには、ふだんからの生活習慣を見直してみること
が大切です。

食事を見直しましょう
• １日３食、バランスよく食べる
野菜を意識して食べるようにしましょう。

• よく噛んで、腹八分目に
最初から大盛りにしないで、ゆっくりよく噛んで食べま
しょう。

• 脂肪や塩分は控えめに
肉の脂身は残すようにして、しょうゆやソースをかける
のを減らしましょう。

• お酒を飲むのはほどほどに
週に２日は休肝日をもうけましょう。

減量の目標を立てましょう
〈目標〉　□カ月で□㎏減らす！
体重１㎏の減量は、腹囲１㎝の減少に相当し、エネル

ギー量でいえば７,０００ｋｃａｌの消費が必要です。
ただし、単純に食事のカロリーを減らすのではなく、運
動と組み合わせることで、筋肉量を保ちながら脂肪を減
らすようにしましょう。
１カ月で１㎏の減量が無理のない目安です。

運動を生活に取り入れましょう
脂肪燃焼に効果的な有酸素運動を積極的におこな

いましょう。誰でも手軽にでき、身体への負担が少ない、
ウォーキングはおすすめです。１日１０,０００歩を目標に、
こまめに歩く習慣をつけましょう。
まとまった時間がなくても、ちょっとした空き時間で
運動をする習慣をつけることも大切です。適度な筋力ト
レーニングも、脂肪を燃焼するのに効果的です。
ポイント！
•	テレビを見ながらストレッチなどをおこなう
•	運動サークルに参加したり、スポーツジムに入会する
•	こまめに掃除をして、体を動かす

禁煙・休息も大切です
• 喫煙の害を知り、禁煙する
タバコは生活習慣病の大敵です。百害あって一利なし
のタバコ。本数を減らすのではなく、きっぱり禁煙する
のが成功の秘訣です。

• 無理せず、上手に休息をとる
自分の体力を過信しないで、疲れがたまっていると感
じたら、十分な休養をとるようにしましょう。

• 夜はぐっすり眠る
睡眠は、食事や運動とともに、よい生活習慣をつくる３
本柱のひとつです。
眠るときは部屋を暗くして、起きた後は明るくしま
しょう。
無理せず、できることから実践し、メタボリックシンド

ロームや生活習慣病にならないようにしましょう。

子育てサロンへのお誘い
民生委員児童委員協議会では、今年も、１０月１８日（木）

と２２日（月）に、「子育てサロン」を開催します。
子育て奮闘中のお母さんや育児でお悩みのお母さん、

「昼間は私が見ています」とおっしゃるおばあちゃんやお
じいちゃん、もちろんお父さんも、気軽に参加でき、地域
のお友だちと出会う場として多くの親子が参加されてい
ます。子育て中の親子同士が楽しく情報交換でき、ほっと
くつろげるような、そんな場所を提供することができれ

ばと考えています。楽しいおもちゃと、子育てを応援する
ボランティアスタッフがお待ちしています。どうぞお気軽
に遊びに来てください。
なお、子育てサロンについては、地区の民生委員児童
委員、または福祉保健課までお問い合わせください。
時間■いずれも１０時～１１時３０分
場所■大滝小ランチルーム（１０月１８日（木））
　　　ふれあいの郷（１０月２２日（月））

福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

湖東定住自立圏の具体的な取り組みについて

障がい者（児）福祉サービスの充実
これまでから、障がい福祉に関する共通課題を解決す

るために、湖東地域で共有する社会資源を活用して、さ
まざまな事業を実施しています。定住自立圏ではこれら
のほか、次の２事業について拡充と新たな取り組みをす
すめています。

１．行動障がいのある人に対するサービス体制充実
昨年度まで、彦根市単独で実施してきた、行動障がい

（※１）のある知的・精神障がいのある人に「見守り」等
の支援をおこない、障がい福祉サービスを受けやすくす
るために行動障害サポート事業を「ステップあップ２１」
へ委託。平成２４年度から、この事業を湖東圏域の共同
委託事業として実施しています。
※１…自傷や他害、こだわり行動、パニック、物壊し、過食
など、その場の状況にそぐわない不適応な行動で、日
常生活に困難を生じるもの。適切な働きかけで軽減で
きる。

２.専門的な相談支援体制の拡充
障がいのある人等からのさまざまな相談支援に対応

していくため、１市４町では、共通の課題として、専門の
職員による質の高い相談支援を提供するため、障害者生
活支援センターの「ステップあップ２１」や「まな」に委託
し実施してきました。こうした中、障がい者数の増加や相
談内容の複雑化等に対応していくためにも、今年度から
新たに障害者相談支援事業所　彦根学園への委託や、
既事業所の相談員増など、その相談支援体制の拡充に
努めています。
そのほかの取り組み
このほかにも、たん吸引や人工呼吸器の使用などつね
に医療的ケアを必要とする重症心身障がい者の方への
日中活動の場の提供や、発達障がい（※２）のある人など
に対する乳幼児期から学齢期、成人期の各時期に応じた
専門的支援の充実に向けて、引き続き１市４町において
協議を重ねています。
※２…自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害
や学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害。

たが民児協だより 民生委員・児童委員

きらめいて　ときめいて　一人ひとりが輝く人生を
８月定例会では、彦根市にある「障害者支援施設	かいぜ
寮」を見学しました。この施設は、社会福祉法人かすみ会の
施設の一つで、グループホーム・ケアホーム、働く場として
「つばきはらファクトリー」が併設され、「知的障がい者」や
「精神障がい者」の方が主な利用者となっています。
かいぜ寮利用の皆さんは、明るい雰囲気の中で、穏や
かな表情をされ、落ち着いた規則正しい生活を送ってお
られるように感じました。お世話されている職員の方た
ちは、きめ細やかな支援体制で、にこやかに対応されて
いましたが、人材不足に苦慮されているとのことでした。
また、利用者の高齢化が進んでいること、短期入所や
日中での一時支援の必要性が高まってきたことなどを
課題として挙げておられました。
つばきはらファクトリーでは、企業の下請け作業のほ

か、和（わ）っふる、蒸しパン、布ぞうりなどの自主製品、
地元商工会とタイアップした梨の加工品「ナチャップ」や
ジャム等も製造され、目を輝かせ笑顔いっぱいで仕事に
取り組んでおられる姿が、とても印象的でした。
かすみ会は、彦愛犬の「手をつなぐ親の会」が中心に

発足されたもので、今年で２１年目を迎えられます。「多
賀町手をつなぐ育成会」でも、グループホーム建設をめ
ざし、毎年万灯祭チャリティバザーを開催されています。
私たち民生委員児童委員は、地域のすべての人、一
人ひとりが、“きらめいて　ときめいて”輝く豊かな人生
を送れることを願いつつ、相談支援をさせていただい
ています。今後とも温かいご支援・ご協力をよろしくお
願いいたします。

▲「明るく・楽しく・ほがらかに」かいぜ寮　お月見会のようす
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ドングリと昆虫
講演会「ドングリと昆虫」～身近な樹木（ドングリ）と昆虫との共生～

講師■寺本　憲之さん
　　（農学博士/びわ湖の森の生き物研究会）
日時■１０月１４日（日）　１４時～１５時３０分
場所■あけぼのパーク多賀　２階大会議室
参加費■無料　（申し込み不要）
共催■びわ湖の森の生き物研究会・多賀町立博物館

「ドングリと昆虫」展
びわ湖の森の生き物研究会が制作した写真パネル
等の展示をします。
日時■１０月６日（土）～１０月２１日（日）
場所■あけぼのパーク多賀　ホール
協力■びわ湖の森の生き物研究会

お問い合わせ　多賀町立図書館まで

サークルのご案内
随時、メンバーを募集しています。
詳しくは図書館までお問い合わせください。

子どもの本のサークル「このゆびとまれ」
（毎月第１・３土曜日）

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への
絵本の読み聞かせボランティアをおこなったりしていま
す。特別な知識や技術はいりません。お子さん連れでも
参加していただけます。

ドリームサークル（毎月第１土曜日）

おはなし会用の作品づくりなどをおこなっています。

本のおわけ会
図書館で不要になった本をおゆずりします。

期間■前半：１０月	６	日（土）～１０月２１日（日）
　　　後半：１０月２３日（火）～１１月	４	日（日）
場所■対面朗読室
冊数■前半は１人５冊まで　後半は制限なし
内覧期間■９月２９日（土）～１０月	５	日（金）

雑誌スポンサー募集
図書館では、雑誌コーナーの充実を図るため、雑誌の

購入費をご負担していただける方を募集しています。そ
の雑誌の最新号カバーにスポンサー名称と広告を掲載
させていただきます。くわしくは図書館までお問い合わ
せください。

カレンダー（あけぼのパーク多賀休館日）

１０月の休館日
１・９・１５・２２・２５・２９日
※９日（火）は振替休館日です。
※２５日（木）は、月末整理のため休館です。

１１月の休館日
５・１２・１９・２６・２９日
※２９日（木）は、月末整理のため休館です。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

１０月 １１月 巡 回 場 所 ・ 駐 車 時 間

Ａ
コ
ー
ス︵
大
滝
︶

第
１
金
曜
日

５
日

２
日

大 滝 幼 稚 園

１４：００～１４：２５

川 相
（「皆様の店くぼ」さん横）
１４：３５～１５：００

藤 瀬
（草の根ハウス前）
１５：１０～１５：３５

たきのみや保育園

１５：５０～１６：２０

Ｂ
コ
ー
ス︵
多
賀
︶

第
２
金
曜
日

12
日

９
日

多 賀 清 流 の 里

１３：００～１３：３０

多 賀 幼 稚 園

１４：００～１４：３０

犬 上 ハ ー ト
フ ル セ ン タ ー
１４：４０～１５：１０

多賀ささゆり保育園

１５：５５～１６：２５

※利用カード、本ともに図書館と共通です。　天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
※返却日は、次の巡回日です。団体貸出の場合は、１カ月後となります。

多賀町立図書館　（有）２-１１４２　（電）４８-１１４２　ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

「多賀町立図書館応援団」活動日
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって
います。
日時■１０月１３日（土）　１３時３０分～（毎月第２土曜日）
場所■図書館内
対象■中学生以上の方

読書会（毎月第１水曜日１０時～）

一緒に文学の世界を楽しみませんか。
日時■１０月３日（水）、１１月７日（水）
場所■２階	小会議室
対象■一般

本の読み聞かせボランティア募集
多賀町立図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵
本の読み聞かせなどをおこなっていただける方を募集し
ています。興味のある方は多賀町立図書館までご連絡く
ださい。

第６６回　読書週間
期間■１０月２７日（土）～１１月９日（金）
標語■「ホントノキズナ」
主催■社団法人
　　　読書推進運動協議会

本の紹介

一般書
冥土めぐり
鹿島田真希／著
東京：河出書房新社　９１３.６カシ
裕福だった過去に執着し、借金を重ねる
母と弟。一族の災厄から逃れたはずの
奈津子だが、突然、夫が不治の病にかか

る。だがそれは、奇跡のような幸運だった……。表題作ほ
か、全２編を収録。「文藝」掲載を単行本化。

修羅の宴
楡　周平／著
東京：講談社　９１３.６ニレ
バブル期に大銀行から出向し、専門商
社社長になった高卒の滝本。彼がその
座を守るには結果を出し続けるしかな

い。滝本は未踏のビジネスを開拓し、汚れ仕事を引き受
け伸し上がっていくが…。「週刊現代」連載を単行本化。

児童書
あまやどり
市川　宣子／作
東京：文研出版　Ｋ９１３イチ
お母さん、あたし、こまっちゃったんだよ。公
園であそんでいたら、雨がふってきたから、
ようくんに「かえろうよ」っていったの。なの

に、ようくんは、お砂場にすわっちゃったの。それで、歩けない
くらい雨がふってきたら、今度はどこかに行っちゃったの。でも
ね、不思議なことがあったんだよ。あのね…。

空とぶペンギン
やまだ　ともこ／作
東京：金の星社　Ｋ９１３ヤマ
空とぶペンギンと出会った、まな。ペン
ギンの話では、もともとペンギンは空を
とべるが、「ペンギンきょうてい」でとん

ではいけない決まりになっているらしい。ペンギンと仲
良くなるうち、まなは、ほかにもペンギンのいろいろなヒ
ミツを知ることに！

絵本
くまさんのおたすけえんぴつ
アンソニー　ブラウン／さく
神戸：ＢＬ出版　　ＫＥクマ
ある日、くまさんは、書いた途端に本物

になる魔法の鉛筆を持って、散歩に出かけました。でも、
大変です！ハンターたちがくまさんを捕まえようとして
…。あっと驚く、くまさんとハンターたちの知恵比べ。

いぬのおしりのだいじけん
ピーター　ベントリー／文
東京：ほるぷ出版　ＫＥイヌ
犬たちはどうして、道で出会うと、おしり

をかぎあうの？　それはね、世界中の犬が集まった、ある
パーティの夜に起こった事件が始まりなのです…。奇想
天外ユーモアたっぷり、犬のおしりのひみつのお話。

あけぼのパーク あけぼのパーク
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多賀町立博物館　（有）２-２０７７　（電）４８-２０７７　（Ｆ）４８-８０５５　ｍｕｓｅｕｍ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
観察会

第７回　多賀の花の観察会
今月は『秋の花の観察』がテーマです。秋空の下、花た

ちとの出会いを求めて出かけてみませんか？
日時■１０月１８日（木）　１０時～１２時
集合場所■多賀町立博物館駐車場（９時３０分集合）
参加費■１００円（保険料）

▲アケボノソウ（中川信子さん撮影）

第３回観察会　「キノコの観察会」
皆さんは“キノコの本体”がどこにあるかご存じでしょ

うか？「そんなの傘のあるアレに決まっているじゃない！」
と思った方、残念ながらはずれです。食材として身近なは
ずのキノコですが、その本当の姿はあまり知られていま
せん。この観察会では、森を散策しながらキノコを採集
し、種類ごとの特徴やその暮らしぶりを紹介します。
日時■１０月２７日（土）　９時～１２時
参加費■１００円
お申し込み■電話かＦＡＸ、または博物館カウンターへ直
接お申し込みください。

　※小学４年生以下は保護者同伴でご参加ください。
共催■富之郷里山クラブ

講演会

日本と世界の洞窟
科学技術の発達した現代でも、この地球にはいまだ人
類が足を踏み入れたことのない広大なフィールドが残さ
れています。それは、地下に広がる暗黒の世界「洞窟」で
す。日本や世界には河内風穴と異なるさまざまな洞窟が
あります。それらの美しい洞窟の一部をスライドショーで
紹介します。また世界の観光洞の様子についても合わせ

て紹介します。
日時■１０月６日（土）　１４時～１５時３０分
会場■あけぼのパーク　大会議室
講師■後藤聡先生（日本洞窟学会、東京スペレオクラブ）
※受講料は無料です。
※事前のお申し込みは不要です。

博物館の質問箱から「その２」

“洞窟の長さ”はどうやって決まるの？
今年７月に、「河内風穴の総延長が１０㎞以上あること

が判明した！」というニュースが話題となりました。でも、
その内部は	“一本道”ではなく枝分かれと合流を繰り返
し、さらに竪穴などもあるのでまるで立体迷路のようで
す。河内風穴をはじめとするこうした洞窟の長さはいっ
たいどのように決められているのでしょうか？洞窟探検
には特殊な装備や技術が必要ですが、その調査の最前
線ともいえる測量は地道で単純な作業の繰り返しです。
方位磁石と巻尺で計測される測点（測量の際の基準点）
間の距離と傾斜角、そして各測点の位置情報とスケッ
チ、こうしたデータの積み重ねによって洞窟内部の複雑
な構造や規模が少しずつ明らかになってゆきます。“洞窟
の長さ”とは、実はこうして蓄積された測点間の距離デー
タを合計したもの（測線距離）を指しているのです。総延

長１０㎞を超えてなお、河内風穴の測量調査は続けられ
ています。まだまだ伸びると予想される調査の今後の展
開に注目したいですね。

▲イザナギプロジェクトによる河内風穴の測量調査

Ｂ＆Ｇ海洋センター（有）２-１６２５　（電）４８-１６２５ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

多賀町スポーツフェスティバル参加者募集
１１月１１日（日）に多賀町体育協会主催の多賀町スポーツフェスティバルが多

賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターなどを会場に開催されます。
競技種目■	世代ミックスグラウンドゴルフ、卓球、ジョイフルスローピッチソフト

ボール、バドミントン（４種目）
締切日■１０月２１日（日）
ぜひ皆さんご参加ください。詳細は、多賀町体育協会事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海

洋センター内）へお問い合わせください。

Ｂ＆Ｇ「海洋体験セミナー」体験記！
７月２５日～２９日に実施された、Ｂ＆Ｇ「海洋体験セミナー」に参加された丸

尾秀幸さんの体験記をご紹介します。

『いろいろ学んだ沖縄』　丸尾　秀幸（多賀小学校６年生）

ぼくが、いろいろ学んだ中で、一番勉強になったことは、マングローブについてです。

なぜかというと、マングローブは、何枚かの葉に塩分をためていることがわかったから

です。あとマングローブの木の近くには、トントンミー、ベニシオマネキ、ハクセンシオマネ

キなどの生き物がたくさんいることがわかりました。沖縄の海でやったことで楽しかっ

たことは、シュノーケリングです。小さな魚がたくさんいました。ほかに、ウミヘビ、サンゴ

などがいました。ライフジャケットを着たままならもぐっていいよと言われたのでもぐりま

した。最初は、すごくむずかしかったけれど、後からもぐれるようになったのでうれしかっ

たです。一番いんしょうに残っているのは、もぐってサンゴをさわったことです。ほかに、バ

ナナボート、カヌー、ヨットなどをしました。美ら海水族館では、イルカショー、魚、サメを

見ました。イルカショーでは、３種類ものイルカがいてびっくりしました。サメは、ジンベ

イザメなどがいてびっくりしました。フルーツランドでは、パイナップル、ドラゴンフルーツ

などを買いました。水族館では見るのをわすれていたとこがあったのでこうかいしまし

た。とっても暑かったけれど楽しかったです。

（原文をそのまま掲載しています）

多賀町秋季軟式野球大会開催
８月２６日、９月２日に多賀町秋季軟
式野球大会が多賀町民グラウンドで
開催されました。大会にはセキスイ、
ダイニック、ジャガーズ、夏原工業、ワ
イルドキャッツの参加があり、優勝は
ジャガーズでした。
参加された皆さん、お疲れさまで

した。

スポーツ推進委員かわらばん

スポーツ基本法

この法律について詳しく知っ
ておられる方は少ないのではな
いのでしょうか？これは、スポー
ツ振興法を約５０年振りに改正
して平成２３年６月に成立同年８
月に施行されました。この５０年
の間に、世界、国内でのスポーツ
選手の活躍、スポーツ少年団、
地域総合型クラブ、スポーツク
ラブの成長により、スポーツは
身近な存在になりました。このよ
うな状況を踏まえ、人々が国、地
方公共団体、スポーツ団体等に
よりスポーツを通じての心身の
健全な発達、活力のある社会を
実現させることを目的に成立し
たのが「スポーツ基本法」です。
この基本法には「スポーツを通
じて幸福で豊かな生活を営むこ
とはすべての人々の権利であ
る」と書かれスポーツをする権
利が日本で初めて明文化された
法律でもあります。
スポーツは、人と人、地域と地
域の交流を促進し、地域の一体
感や活力を醸成し、地域社会の
再生に寄与。心身の健康の保持
増進にも重要な役割を果たし、
健康で活力に満ちた長寿社会
の実現に不可欠とも示されてい
ます。
皆さんも、新しいスポーツを

おこない、健康はもちろん、ス
ポーツを通じての交流を楽し
みませんか？　スポーツ推進委
員では、気軽にできるニュース
ポーツの提案、指導もおこなっ
ています。

スポーツ推進委員	小泉	健司
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行政相談週間　１０月１５日（月）～２１日（日）
国、県、町の役所や公社、公庫、公団

といった特殊法人の仕事について…
☆苦情や要望をどこに申し出てよい

のか分からない。
☆苦情を言いたいが、直接は申し出

にくい。
こんなときは、行政相談委員にご相
談ください。相談は無料で、秘密は守
られます。
〈行政相談委員〉
松居　亘　氏
（有）２-２８６１　（電）４８-０５２１
町では、行政相談週間行事として、

「くらしの行政相談所」を開設し、皆

さんからの苦情や要望などの相談に
応じます。どんな小さなことでも、お
気軽にご相談ください。
日時■１０月１８日（木）　９時～１１時３０分
場所■多賀町役場１階会議室
毎月１６日（日曜・祝日の場合は翌

日）９時から１１時３０分まで多賀町総
合福祉保健センター「ふれあいの郷」
ボランティア室において、よろず相談
所を開設し、皆様からの苦情や要望な
どの相談を受け付けていますので、
併せてご利用ください。
※行政相談は、滋賀行政評価事務所
でも受け付けています。

電話による受付「行政苦情１１０番」　（電）０５７０-０９０-１１０
インターネットによる受付　ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｓｏｕｍｕ.ｇｏ.ｊｐ/ｈｙｏｕｋａ/ｇｙｏｕｓｅｉ-ｆｏｒｍ.ｈｔｍｌ

シルバー連合会 再就職・就業支援 シニア対象「講習会」
１．オフィスクリーニング技能講習
日程■１０月３０日（火）～１１月８日（木）
１０時～１６時　※土日は除く

会場■滋賀ビル（大津市梅林１-３-１０）
申込締切■１０月１８日（木）必着
受講者選考面接日程■１０月２２日（月）
１０時～　連合会事務所にて

２．警備技能講習
日程■１２月３日（月）～１１日（火）
９時～１６時　※土日は除く

会場■連合会事務所（大津市逢坂１-１）
申込締切■１１月２１日（水）必着
受講者選考面接日程■１１月２８日（水）
１０時～　連合会事務所

定員■２０名（１・２とも）
受講料■無料（１・２とも）

対象■５５歳以上の県内在住者で講習
に係る就業を希望しハローワーク
で求職登録をされている方

申込■お近くのハローワークにある
申込用紙に必要事項を記入しＦＡ
Ｘまたは郵送にてお申し込みく
ださい（求職登録番号を忘れず
記載してください）。申込後、受
講者選考面接にお越しください。

お問い合わせ・お申し込み
公益社団法人
滋賀県シルバー人材センター連合会
〒５２０-００５４　大津市逢坂１丁目１番１号
（電）０７７-５２５-４１２８
（Ｆ）０７７-５２７-９４９０

農業委員会開催のお知らせ
日時■１０月１０日（水）　14時～
場所■ふれあいの郷　３階
お問い合わせ
産業環境課
（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７

よろず相談
今月の相談日■１０月１６日（火）
来月の相談日■１１月１６日（金）
時間■いずれも９時～１１時３０分
場所■多賀町総合福祉保健セン
ター「ふれあいの郷」ボラン
ティア室

１０月のもんぜん市
水曜と土曜の週２回開催しま

す。安心と安全、そして新鮮な野
菜を皆さまにお届けすることを
モットーにがんばっていますの
で、ぜひ多賀大社駅前ホールへ
お立寄りください。
☆旬の野菜☆
さつまいも、里いも、秋なす、
白菜、ブロッコリーなど

開催日■１０月３日・６日・１０
日・１３日・１７日・２０日・
２４日・２７日・３１日

開催時間■９時～１１時３０分ご
ろまで

場所■多賀大社前駅ホール
お問い合わせ
産業環境課
（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７

～豊かな郷で心と体の健康を～　 『今から始める健康習慣！！』　～生活習慣病を予防するために～

講演
「生活習慣病の原因と予防」

循環器内科　蔦本　尚慶	病院長
「生活習慣病予防の食生活」

大仁田展子	管理栄養士

日時■１０月２０日（土）　１４時～１５時３０分
場所■豊郷病院　内科外来（３病棟１
階）待合いスペース

※事前申込・参加費は不要です。皆
さんお誘い合わせの上、お気軽に
ご参加ください。

お問い合わせ
（財）豊郷病院
地域連携室（上野、多林、大橋）
（電）０７４９-３５-３００１（代表）

第７回　多賀ふるさと楽市　開催します！
１０月２１日（日）に第７回目となる

「多賀ふるさと楽市」を開催します。
今年度のテーマは「未来へつなげよ
う　私たちの熱い想いを!!	」です。当
日は多賀大社前駅前から多賀大社ま
でが会場となり、さまざまな模擬店、
ステージが催されます。ステージで

は、かわいい子どもたちによる歌声や
歴史ある演舞などをお楽しみくださ
い。
詳しくは後日配布のチラシをご覧

ください。皆さんのお越しをお待ちし
ています。
場所■多賀大社前駅前

時間■１０時～１５時
場所■多賀大社前駅～多賀大社
※２１日（日）は交通規制されます。

お問い合わせ
ふるさと楽市事務局
（役場産業環境課）
（有）２-２０１２　（電）４８-８１１８

▲昨年のようす

東日本大震災支援
チャリティ・チェンソー・カービング

森の感謝祭 ｉｎ たかとり２０１２
１１月２日（金）～４日（日）の３日間開催！
大きな丸太をチェンソーを駆使し

ながら彫刻するチェンソーアート。今
年で９回目となる森の感謝祭は、高取
山ふれあい公園を活動拠点としてい
る「高取チェンソーＣＬＵＢ」が主催し、
１１月２日（金）～４日（日）の３日間開催さ
れます。
大胆かつ繊細なチェンソーアート。

目の前の丸太が見る見る変化してい
く様は、まさに圧巻です。作り上げら

れた作品はオークションにて販売。今
年も、収益金の一部を東日本大震災
の支援として、今もなお支援活動を続
けておられる活動資金として支援さ
れます。ぜひ、秋のひとときをチェン
ソーアートの醍醐味とともに高取山
ふれあい公園で味わってください。
また、県内外を問わず、公共的な施
設へベンチをプレゼントする活動も続
けておられますので、ご希望の施設は

お申し込みください。希望者多数の場
合は、抽選でプレゼントされます。
ベンチお申し込み書は	ｈｔｔｐ://ｗｗ

ｗ.ｔａｋａｔｏｒｉ.ｃｃ/	よりダウンロードで
きます。
お問い合わせ
高取山ふれあい公園
（電）０７４９-４９-０６３５
（電話取り次ぎ）
ｔａｋａｔｏｒｉｃｌｕｂ@ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ

■１０時～１５時
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相談等
すこやか相談

１１月２６日（月）　１０時～１１時
ご自分の健康について、ご相談になりたい方は、お
気軽にご利用ください。血圧測定、尿検査、体脂肪
測定も無料でできます。
すくすく相談

１１月１３日（火）　１０時～１１時
子どもの健康、子育てに関するご相談を受け付け
ています。

健診等
４カ月児健診
１１月５日（月）　１３時～１３時１５分
Ｈ２４年６月生まれの乳児
１０カ月児健診
１１月５日（月）　１３時１５分～１３時３０分
Ｈ２３年１２月生まれの乳児
１歳６カ月児健診
１１月７日（水）　１３時～１３時１５分
Ｈ２３年３月・４月生まれの幼児

予防接種
ＢＣＧ
１１月６日（火）　１３時４５分～１４時
生後３～６カ月未満児でＢＣＧが未接種の乳児
三種混合（予約制）
３カ月～９０カ月の乳幼児
１期初回：３～８週間隔で接種
１期追加：３回目接種日から、１年後に１回接種
実施日　※いずれも予約制
○小菅医院多賀診療所　１１月１４日（水）　１１時３０分～
○町内ほか２医院、指定医療機関で１年中実施
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

日本脳炎（予約制）
１期初回：１～４週間隔で２回接種
１期追加：２回目接種日からおおむね１年後に１回接種
１期対象者：６カ月以上７歳６カ月未満（標準３～４歳）
２期：１回接種
２期対象者：９歳以上１３歳未満（標準小学４年生
に相当する年齢）
※平成７年６月１日～平成１９年４月１日に生まれ
た方で、平成１７年度に接種が差し控えられたこと
で接種が受けられなかった方については、２０歳の
誕生日を迎えるまでは、定期の予防接種として無
料で受けられます。
実施病院
○指定医療機関で１年中実施（予約制）
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

ポリオ（予約制）
３カ月～９０カ月の乳幼児
１期初回：２０～５６日間隔で３回接種
※当分の間（３年程度）に限り、接種間隔が５６日を
過ぎた場合でも、２０日以上の間隔をおけば、必要
な回数の接種が可能です。
実施病院
○指定医療機関で１年中実施（予約制）
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

☆各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・質
問票または予診票をご持参ください。／１歳６カ月
児健診を受けられる方は、歯ブラシとコップを持っ
てきてください。１０カ月児健診には、お子さんと
同居されているおばあちゃん・おじいちゃんもぜ
ひおいでください。詳しくは、福祉保健課までお問
い合わせください。

子育て支援センター（ささゆり保育園２階）　（有）２-８１３７　（電）４８-８１３７　ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
子ども家庭応援センター主催

ひろばの案内

わくわくランドで遊ぼう
ささゆり保育園の２階の部屋を開放しています。子
ども同士、親同士が遊んだり、語りあったりするの
に利用してください。（右記広場以外）
月曜日～金曜日　９時～１３時
１１月９日（金）　風船で遊ぼう
１１月１２日（月）　広告で遊ぼう

おしゃべりデー（子育て相談）
１１月６日（火）　１０時～
場所 ■子育て支援センター（ささゆり保育園２階）

健康推進員さんに手作りおやつの紹介と、
親子で実食をしていただきます。

お話ポケット
１１月２７日（火）　１０時～
場所 ■子育て支援センター（ささゆり保育園２階）

にこにこ広場（登録制）
１１月７日（水）　にじ・きりん・ぺんぎん広場
　わらべうた遊びをしましょう
場所■ふれあいの郷（多目的室）
１１月１４日（水）　こあら広場
　ふれあい遊びをしましょう
場所■子育て支援センター（ささゆり保育園２階）
１１月２８日（水）　にじ広場
　多賀幼稚園３歳児と交流
場所■多賀幼稚園

広場登録者の皆さんへ
お知らせとお願い
☆子育て相談は、随時行っていますので、お気軽に
来所していただくか、お電話ください。／都合によ
り日程を変更することがあります。詳しくはにっこ
りメールをご覧ください。
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おたのしみ クロスワード

☆特記のない場合、
会場は「多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷」です。

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp

ヨコのカギ
①おそれおののくこと
②太鼓を鳴らし～○○○を吹いて～♪（アンデ
スの祭りより）
③１１月２～４日にこれのイベントが高取山で行
われます
④８月１９日に滋賀県知事がこれを見学に来町
されました
⑤修辞法（比喩）の一つで、「そうだ・ようだ」など
を使わない表現
⑥魚へんに尊と書きます

タテのカギ
①水たまり→○→沼→湖
⑦太刀（読み方）
⑧楽曲形式の一つ。小○○○ト短調（バッハ）が
有名
⑨印判をおすこと。また、おした印
⑩原子番号６。元素記号はＣ
⑪ねじ。らせん。船の下部にある推進器

クロスワードを回答して、二重枠の
文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

ヒント： 近年は輸入品が多い

□ □ □ □
答えがわかったら▶郵便はがきで、解答と住所・
氏名を記載のうえ「広報たが」へのおたよりやご
意見を企画課までお送りください。Ｅメール・有
線ＦＡＸでもOKです。

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

締め切りは１０月３１日（水）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は
景品の発送をもってかえさせていただきます。
なお、おたよりの内容で抽選をすることはあ

りません。内容に関係なく抽選しています。

おめでた・おくやみ

問題

ひとのうごき
平成₂₄年₈月末現在
（　）内は前月比
■人口
₇，₈₇₅人	 ︵︲₁₄︶
■男性
₃，₇₆₈人	 ︵︲ ₉︶
■女性
₄，₁₀₇人	 ︵︲ ₅︶
■世帯数
₂，₇₀₀世帯	︵︲ ₄︶
■転入
₁₅人
■転出
₂₂人

先月号の答え

「ザンシヨ（残暑）」
でした。

平成２４年１１月　多賀町　し尿収集カレンダー
日（曜日）

午前 午後
集落 集落

₁日（木）萱原①・仏ヶ後①・一之瀬① 萱原①・仏ヶ後①・一之瀬①
₆日（火）土田①② 不定期
₈日（木）川相①・大杉①・霜ヶ原①・藤瀬①・楢崎① 川相①・大杉①・霜ヶ原①・藤瀬①・楢崎①
₉日（金）多賀①②③ 多賀①②③
₁₃日（火）中川原①・月之木①② 不定期
₁₅日（木）猿木①②・敏満寺①②③ 猿木①②・敏満寺①②③
₁₆日（金）佐目①②・南後谷①・四手② 佐目①②・南後谷①・四手②
₂₀日（火）八重練③・河内③・水谷②・栗栖② 不定期
₂₂日（木）久徳①② 久徳①②
₂₇日（火）大君ヶ畑② 不定期
₂₉日（木）木曽①②③・一円①②③ 木曽①②③・一円①②③
₃₀日（金）大君ヶ畑③ 大君ヶ畑③

※不定期でお申し込みの方は、原則として
不定期日での収集となります。

※集落名の後にある○印の数字は、お申
し込みいただいた収集回数を表してい
ます。
①は１カ月に１回、②は２カ月に１回、③は３
カ月に１回でのお申し込みを表し、「萱原
①」とある場合は１カ月に１回で申し込み
いただいた萱原のお宅を収集させていた
だきます。なお、収集予定のない集落等
については、翌月以降の収集となります。
※１月に２回でお申し込みの場合は、原則１
回目を同集落の月１回と同じ日に、２回目
を１回目の１５日後（２～３日は前後しま
す）に収集させていただきます。

放射線量（μsv/h）
９月	３	日　0.0８
９月１８日　0.0９

※役場前にて、9時の3回測定平均値

結婚しました！
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（敬称略）

① ⑧ ⑥ ⑪

② ⑨

④ ⑩

⑦ ⑤

③

①①①①①①①①①① ⑦⑦ ⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨

②② ⑥⑥

⑤⑤ ⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

③③

④④

シ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザシ サ ツ 　 ザ
①

シ サ ツ 　 ザ
①①
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⑦
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シ サ ツ 　 ザ
⑨⑨

シ サ ツ 　 ザ
⑨⑨

シ サ ツ 　 ザ
⑨

ガ ン 　 オ イガ ン 　 オ イガ ン 　 オ イガ ン 　 オ イガ ン 　 オ イガ ン 　 オ イガ ン 　 オ イガ ン 　 オ イガ ン 　 オ イ
②

ガ ン 　 オ イ
②②

ガ ン 　 オ イ
②

ガ ン 　 オ イ
⑥

ガ ン 　 オ イ
⑥⑥

ガ ン 　 オ イ
⑥

　 ギ ヨ ウ コ　 ギ ヨ ウ コ　 ギ ヨ ウ コ　 ギ ヨ ウ コ　 ギ ヨ ウ コ　 ギ ヨ ウ コ　 ギ ヨ ウ コ　 ギ ヨ ウ コ　 ギ ヨ ウ コ
⑤
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⑤⑤
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サ イ ゴ ニサ イ ゴ ニサ イ ゴ ニサ イ ゴ ニサ イ ゴ ニ
③

サ イ ゴ ニ
③③

サ イ ゴ ニ
③

コ ン レ ン ジコ ン レ ン ジコ ン レ ン ジコ ン レ ン ジコ ン レ ン ジコ ン レ ン ジコ ン レ ン ジ
④

コ ン レ ン ジ
④④

コ ン レ ン ジ
④
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編集後記■秋といえば読書の秋、芸術の秋、スポーツの
秋、食欲の秋、などいろいろあるかと思います。みなさん
はどんな秋を過ごされていますか。秋はおいしいものが
多いですよね。なしにさんまにしいたけ・まつたけ。私は
やはり食欲の秋ですね。
ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ	 （に）
「広報たが」についてご意見などありましたら上記アド
レス（企画課）にメールをお送りください。

写真提供■多賀写真クラブ　小中	スガ
撮影日時■10月頃
撮影場所■多賀地先

広
報
た
が
10
月
号　

発
行
■
多
賀
町
役
場　

編
集
■
企
画
課

〒
５
２
２‐０
３
４
１ 

滋
賀
県
犬
上
郡
多
賀
町
多
賀
３
２
４

電
話 

０
７
４
９‐４
８‐８
１
２
２ 

 

毎
月
発
行

ウグイス
[Cettia diphone]

町の鳥

スギ
[Cryptomeria japonica]

町の木

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花
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多賀町民憲章
鈴鹿山系の緑と芹川・犬上川の清流に恵まれた多賀町に住むわたくした
ちは、日常生活の心構えとしてこの憲章を定めます。
わたくしたち多賀町民は
一、郷土に住む喜びを感謝し、平和で明るい町をつくります。
一、歴史と伝統を生かし、教養を深め、かおり高い文化の町をつくります。
一、互いに励まし助けあい、心のふれあう町をつくります。
一、清くたくましい青少年のそだつ、健全な町をつくります。
一、働くことに喜びをもち、しあわせな家庭、豊かな町をつくります。

昭和53年11月10日制定

19時まで受付します。
税務住民課（住民） （有）2-2031	（電）48-8114

と12 26（金）
日

（金）
日

10月の時間外交付

「広報たが」は地域の間伐材を
活用した用紙を使っています
（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）


